
 

 

受理年月日 令和４年12月１日 所管委員会 総務財政委員会 

番   号 ４ 年  陳 情  第 ２３ 号 

件   名  民主主義、立憲主義の基盤である思想・良心の自由、請願権等を守ることについて 

陳 情 者 

南区大池一丁目 26－１－201 

基本的人権・信教の自由を守る福岡県民の会 

金子 正弘 

分 割 送 付      議会運営委員会（４年第24号） 

要   旨 

 現在、マスコミ等で政治家に対し特定の宗教団体及びその関連団体との関係を断つよう

求める論調が繰り返され、令和４年９月には富山市議会において、特定の宗教団体及びそ

の関連団体との関係を一切断つという決議がなされ、同様の決議案が複数の地方議会に提

起されている。しかし、それぞれのポリシーが尊重されるべき民間団体においてはともか

く、全ての市民に対して中立、公平たるべき地方公共団体の機関である市長や市議会が特

定の宗教及びその関連団体との関係を遮断することは、地域内の関連団体や信者らの憲法

第 19条の思想・良心の自由、憲法第 20条１項の信教の自由に対する侵害となることはも

ちろん、憲法第 16条で保障されている請願権の侵害となり、憲法第 14 条１項で保障され

ている法の下の平等に違反することになる。これらの基本的人権は、いずれも民主主義の

根幹と立憲主義の基盤を形成するものであり、地方公共団体の機関である地方議会がこれ

らを侵害することは、我が国の民主主義と立憲主義を危うくするものである。 

 よって、福岡市議会の代表者たる福岡市議会議長に対し、以下の事項について陳情する。 

 

 １．福岡市において特定の宗教法人及びその関連団体（ただし、反社会的団体との法的

根拠がある団体は除く。）との関係を遮断する内容の宣言をしないこと。 

 ２．福岡市において公人及び私人に対し、特定の宗教に対する信仰の有無を問うたり、そ

の団体との関係を調査、質問したりしないこと。 

 










